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大阪市会議長 木 下   誠 

 
ギャンブル依存症対策を求める意見書 

 

２０１６年１２月１５日の衆議院本会議において、特定複合観光施設区域の整備の推進

に関する法律、いわゆるカジノ解禁推進法が可決された。 

刑法で禁じられた賭博を合法化し、民間事業者が営利目的で賭博場を開く民営賭博を認

める極めて重大なものであり、ギャンブル依存症が疑われる成人が推計５３６万人いると

厚労省が指摘する深刻な状況をさらに拡大するものである。 

政府は｢カジノを機に包括的なギャンブル依存症対策を行う｣としているが、すでに日本

の病的賭博患者の比率は、国際的なカジノが存在する国や地域と比較しても際立って高く

なっており、形ばかりの｢対策｣をカジノ合法化の方便に使うことはあまりにも無責任であ

る。 

ギャンブル依存症は長く個人の道徳性や自己責任の問題として捉えられてきた。競馬や

競輪など６種の公営賭博の主催者である農水省、経産省などの中央省庁が公営賭博でギャ

ンブル依存症が生じている事実を認めず、パチンコ・パチスロの大きな権益を握る警察庁

も｢のめり込みがあることは承知している｣と言うのみである。 

今必要なことは、パチンコも含めて、現にある賭博の是非について国民的な議論をおこ

すことであり、病的賭博患者の治療と社会復帰を促すことである。 

よって国におかれては、カジノ合法化のためではなく、独自にギャンブル依存症対策を

講じるよう強く求める。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

各あて 


